
 

  

 

                                       

  

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

研修のねらい

この研修では、法の整備にも関わった講師の分かりやすい解説から、令和6年4月に施行された「改正障害者差別解
消法」の制度の概要を学び、共生社会の実現に向けて基本的な考え方を身につけます。また、当事者視点の具体例
や動画から「不当な差別取り扱いの禁止」「合理的配慮の提供」を理解します。

内容

①障害者差別解消法の制定の背景とインクルーシブ社会について
②2016年4月から施行されている障害者差別解消法の概要と基本的な考え方について
③合理的配慮と建設的対話について
④2021年5月に成立した障害者差別解消法改正内容について

「合理的配慮」と「共生社会の実現」を考えよう
～2024年4月から施行！「改正障害者差別解消法」を理解する～

日時 講師 申込期間

令和８年１月29日（木）
14：30～16：30

認定NPO法人　DPI日本会議
副議長　尾上　浩二　氏

1月13日（火）9：00～１月28日（水）17：00

【こんな方におすすめ】

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

電話・FAXの申込 

お問い合わせ 

の方はこちら 

電話 or FAX or Web から 

お申込みください。 
 
練馬福祉人材育成・研修センター 
TEL：6758－0145 FAX : 5383-7421 
ホームページ：https://www.nerima-carenet.jp/ （土日・祝日除く 9 時～17 時） 

 

申込方法 

会場：練馬福祉人材育成・研修センター 

研修室 1・2  

（練馬区光が丘 6-4-1） 
※研修開始時刻の 30 分前より受付を開始します。 

敷地内の詳細、交通機関は、下記研修センターホームページ 

の「アクセス」をご参照ください。  

練馬福祉人材育成・研修センターで実施する障害福祉・介護サービス事業者向けの研修で、 

その内容が入門的で区民の障害理解促進に資するものについては、聴講枠を区民へ開放します。 

 

練馬区民向けオープン研修のご案内 

オープン研修とは？ 

Webからの方はこちら 

～障害の理解を深める研修に参加してみませんか～ 

※FAX の場合は、「お申込みの研修名」「氏名（フリガナ）」「電話番号」をご記入ください。 

 


